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説明会(ⅰ) （～FIT/FIP認定申請） 説明会(ⅱ) （許認可取得等～工事着手）

説明会(ⅰ)における説明 説明会(ⅱ)における説明

(再エネ長期電源化・地域共生WG 第２次取りまとめ（2023年11月）参考資料等より抜粋)



説明会(ⅰ) （～許認可申請） 説明会(ⅱ) （許認可取得～FIT/FIP認定申請）

説明会(ⅰ)における説明 説明会(ⅱ)における説明



FIT/FIP認定にあたり説明会が必要な場合の手続き(太陽光条例で定める設置規制区域外に設置する場合)

運転開始

工事着手

FIT/FIP認定申請 FIT/FIP認定

「設置規制区域外施設
の設置届出書」提出

説明会
(ⅰ)

説明会
(ⅱ)

【説明会(ⅰ)】再エネ特措法及び県太陽光条例に基づく説明会

✓ FIT/FIP認定申請の３ヶ月前までに開催してください。

✓ 再エネ特措法で求めている説明項目に加えて、太陽光条例で求

めている次の項目も合わせて説明してください。

・事業区域の位置及び面積

・維持管理計画

【説明会(ⅱ)】再エネ特措法に基づく説明会

✓ 「設置規制区域外施設の設置届出書」提出後、工事着手までに開催

してください。

✓ 再エネ特措法を含めた、関係法令の手続きを行ったことを説明して

ください。

開催周知開催周知

質問受付
質問受付

【説明会(ⅰ)、(ⅱ)共通】

✓ 説明会開催の２週間前までに、「周辺地域の住民」に対して開催を周知してください。併せて、システムを活用した開催案内を実施するた

め、資源エネルギー庁に資料を提出してください。

✓ 説明会開催後、「周辺地域の住民」からの質問等を２週間以上にわたり受け付け、質問への回答は書面で行ってください。

FIT/FIP認定申請にかかる説明会等の開催については、資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を必ずご確認いただき、

対応に漏れがないようお願いいたします。

再エネ特措法（FIT・FIP制度）及び再生可能エネルギーに係る支援制度に関するお問合せ窓口

電話：0570-057-333 受付時間：9：00～18：00（土日祝、年末年始を除く）

※一部のIP電話で上記につながらない場合は、044-952-7917におかけください。
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再：再エネ特措法に関係する事項

条：山梨県太陽光条例に関係する事項
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https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
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